
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □上記の説明を受けて、内容を理解しました。 

 令和  年  月  日 

利用者氏名                   

代筆者氏名（続柄）         （   ） 

認定期間終期到来時の利用者への事前説明チェック表 

要支援 1・2の要支援認定期間の終期到来時に「総合事業によるサービス」のみを 

 利用されている場合は、総合事業対象者に移行します。 

要支援認定更新の手続きが必要な方については、担当のケアマネジャーを通じて飯塚市へ相談します。 

承認後、要支援認定更新手続きに移行します。原則認定は終了します。 

 

デイサービスやホームヘルプサービス（総合事業によるサービス）のみ利用する 

□基本チェックリストを受けます 

□はい 

 又は 

□わからない 

要介護 1～5 自立した生活が送れる 非該当 要支援 1・2 

居宅介護支援事業所と 

ケアプランを作成します 

地域包括支援センターと 

介護予防ケアプランを 

作成します 

介護予防ケアマネジメント 
 

地域包括支援センターで本人やご家族と話し合い、 

ケアプランを作成します 

【対象】要支援者・総合事業対象者 

介護保険の介護サービスが利用可能 

介護保険の介護予防サービスが 

利用可能 
※介護保険のサービスと総合事業の両方 

を利用可能。ただし、内容が重複する 

サービスは利用不可。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

 

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業 

(訪問型サービス・通所型サービス)が

利用可能 

一般介護予防事業が

利用可能 

生活機能の低下が見られる 

□要介護（要支援）認定申請をします 

□明らかに要介護状態のため、区分変更申請をします。 

□明らかに要介護状態であると認められる 

□いいえ、 

下記のサービスの利用が確定している。又は利用を開始している。 

 

□福祉用具貸与 □福祉用具購入 □住宅改修  
□介護予防給付サービス（ ）内にサービス種別を記載 

（                       ） 


